
 

 

 

 

○ 前回の申告から資産の増減がない方、償却資産をお持ちでない方、廃業・

住所（所在地）移転・所有権移転等があった方は、申告書の所定欄に☑ を

つける、もしくは備考欄にその旨を記載して提出してください。 

〇 申告書は、提出用と控え用の２部複写です。控え用に受付印が必要な方は、

２部とも提出ください。 

〇 申告書を郵送で提出する場合で、受付印を押印した控えの返送を希望する

方は、切手を貼り返送先を記載した返信用封筒を同封してください。 

〇 実地調査（所有資産および台帳等の確認）を実施することがありますので、

ご協力をお願いします。 

償却資産申告書の提出期限は２月２日（月）です。 

期限間近になると窓口が混雑しますので、１月２３日（金）までの提出にご協力ください。 

申告書の提出先及びお問い合わせ先 

佐渡市役所 市民生活部 税務課 固定資産税係 （０２５９－６３－５１１０ 内線２４１） 

〒９５２－１２９２ 新潟県佐渡市千種２３２番地 

各支所・行政サービスセンターの税務担当窓口でも申告書の受付を行っています。 

「申告書」及び「種類別明細書」は、佐渡市ホームページからダウンロードすること

ができます。 https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2004/4274.html 

分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税：償却資産の評価 

佐 渡 市 令 和 ８ 年 度 

償 却 資 産  申 告 の手 引き 
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償却資産とは 

 

参考：リース資産の申告について 

申告者 

リース契約の内容 
資産の借主 資産の貸主 

通常の賃貸契約によるリース資産 

（期間満了時に資産が回収される契約） 

× 

（申告不要） 

 

〇 

（所在市町村へ申告） 

売買にあたるようなリース資産 
〇 

（所在市町村へ申告） 

× 

（申告不要） 

   平成１９年度の税制改正により、平成２０年４月１日以降に契約を締結した「所有権移転外ファイナンス・リース」につ 

いては、所得税・法人税における所得の計算上、売買取引として取り扱うよう変更されましたが、固定資産税（償却資 

産）においては、従来のとおり所有者である賃貸人（リース会社等）が申告する必要があります。 

平成２０年４月１日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第６４条の２第１項又は所得税法第６７条の２第１項 

に規定の資産で取得価格が２０万円未満のものは申告対象外です。（地方税法施行令第４９条ただし書き） 

事業のために用いる資産のことで、主に構築物・機械・船舶・運搬具・工具・備品等が該当し、土

地・家屋と同様に固定資産税が課税されます。市内に償却資産をお持ちの方は、毎年 1 月 31 日まで

に、1 月 1 日現在の資産所有状況の申告が必要です。（地方税法第３８３条） 

以下のような資産も、事業の用に供することができる状態であれば、申告の対象となります。 

① 税務会計上、減価償却となる資産 

② 事業の用に供しているが、企業会計上は簿外資産として取り扱っている資産 

③ 決算期以後に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産 

④ 企業会計上は建設仮勘定で経理している資産 

⑤ 耐用年数経過後も事業の用に供している資産 

⑥ 割賦金の完済していない割賦購入資産 

⑦ 所有者が他の者に貸し付けている資産（リース資産） 

⑧ 借用資産（リース資産）であっても、契約の内容が割賦販売と同様である資産 

以下の資産は申告の対象となりません。 

① 鉱業権・漁業権・特許権などの無形固定資産 

② 使用可能期間が１年未満の資産 

③ 自動車税・軽自動車税の課税対象である自動車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動

車、原動機付自転車等（※大型特殊自動車は償却資産となりますので申告が必要です。） 

④ 自動車に所有者が取り付け、常時搭載しているカーナビゲーション等の機器 

⑤ 牛、馬、果樹、その他の生物（観賞用生物は除く） 

⑥ 取得価額が１０万円未満で、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上一時に損金

又は必要な経費に算入されたもの（減価償却として経理している場合は、申告が必要です。） 

⑦ 取得価額が２０万円未満で、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上事業年度ごと

に３年間で一括して損金又は必要な経費に算入する方法を選択したもの（個別の耐用年数に

基づく減価償却を選択した場合は、申告が必要です。） 
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提出書類について 

 

（１）今年度初めて申告される方 

  ・令和８年１月１日現在、佐渡市内に所有する全ての償却資産を申告してください。 

 提出書類 

申告内容 令和８年１月１日 

現在の状況 

償却資産 

申告書 

種類別明細書 

（全資産用・プレ申告用） 

種類別明細書 

（増減資産用） 

資産あり 〇 〇 ― 所有している資産全て 

資産なし 〇 ― ― 『２０該当資産なし』に☑を記入 

 

（２）前年度（令和７年度）までに申告したことがある方 

  ・令和７年１月２日から令和８年１月１日までに増減のあった償却資産について記載してください。 

   提出書類 

申告内容 令和８年１月１日 

現在の状況 

償却資産 

申告書 

種類別明細書 

（全資産用・プレ申告用） 

種類別明細書 

（増減資産用） 

資産の増加のみ 
（取得・受入など） 

〇 
電算処理を除き、

省略可 
〇 増加した資産 

資産の減少のみ 
（売却・滅失など） 

〇 
電算処理を除き、

省略可 
〇 減少した資産 

資産の増加・減少 
両方あった場合 

〇 
電算処理を除き、

省略可 
〇 増加・減少した資産 

資産の増減がない
場合 

〇 
電算処理を除き、

省略可 
― 

『１９資産に増減なし』に☑を
記入 

全ての資産を減少し
た場合（廃業・吸収合

併など） 
〇 ― 〇 減少した資産 

 

※記入方法は、P８～P１１を参考にしてください。 
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償却資産の主な例（業種別） 

 

表内①～⑥は、資産の種類（①構築物 ②機械設備 ③船舶 ④航空機 ⑤車両運搬具 ⑥工具器具備品）です。 

業 種 問 わ ず 

①駐車場設備、受変電設備、蓄電池電源設備、給排水設備、ガス設備、

屋外電気設備、空調設備、ＬＡＮ設備、中央監視制御装置、構内舗装、外

灯、ネオンサイン、広告塔、賃借人による内部造作、簡易間仕切  ②自

動販売機、製氷機、ボイラー、照明器具、ドローン、大型特殊自動車に該

当する作業用車両  ⑤大型特殊自動車に該当する運搬用車両  ⑥コ

ピー機、プリンター、レジスター、金庫、福利厚生設備、看板、机、いす、応

接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン  等 

飲 食 業 、 宿 泊 業 

①緑化設備、放送設備  ②ステレオ、ガスレンジ、厨房設備、洗浄設備、

自動食器洗浄機、製氷機、冷蔵庫、冷凍庫  ⑥カラオケ、楽器、ミラーボ

ール、接客用家具・備品、調度品、テレビ、装飾品  等 

理 容 ・ 美 容 業 ⑥理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、サインポール、ハサミ  等 

ク リ ー ニ ン グ 業 ②洗濯機、脱水機、乾燥機、ミシン  等 

食 品 製 造 加 工 業 
②窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、殺菌機、厨房設備、農

水産物加工機械、ビニール包装機  ⑥ラベルプリンター  等 

医 院 、 歯 科 医 院 
②Ｘ線装置、心電計、脳波測定器、ＣＴスキャン  ⑥電気血圧計、 ベッ

ド、手術台、分娩台、保育器  等 

駐 車 場 事 業 ①路面舗装  ②駐車場装置（機械装置、ターンテーブル等）  等 

工 場 、 鉄 工 所 
①貯水装置  ②施盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水装置、溶接

機、スライス盤、鋸盤、剪断機、溶接機、グラインダー  等 

パ チ ン コ 店 

遊 技 場 

②両替機、玉貸機、玉計数機  ⑥パチンコ台、パチスロ台、島設備、ゲー

ムマシーン  等 

印 刷 業 ②印刷機、活字版鋳造機、裁断機  等 

建 設 業 
②ポンプ、ポータブル発電機、重機（ブルドーザー、パワーショベル等）、コ

ンクリートカッター、ミキサー  ③しゅんせつ船、砂利採取船  等 

自 動 車 整 備 業 

ガ ソ リ ン 販 売 業 

①地下タンク、キャノピー  ②プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テ

スター、オイルチェンジャー、充電器、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャ

ッキ、溶接機、ガソリン計量器  等 

ゴ ル フ 練 習 場 
①フェンス、ネット設備  ②芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、

集玉設備  等 

農 業 

①ビニールハウス  ②脱穀機、色彩選別機、籾摺機、乾燥機、畦塗機、

計量機、精米機、育苗機、催芽機、播種機、草刈機、大型特殊自動車に

該当する農耕作業用自動車（コンバイン、トラクター等）  等 

不 動 産 貸 付 業 ①外構工事（門、塀等）、自転車置場  等 

漁 業 、 遊 漁 船 業 、 

旅 客 船 業 

③漁船、遊覧船、モーターボート、エンジン、船外機  ⑥魚群探知機、網  

等 

発 電 ・ 売 電 業 ①発電用設備一式  等 
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大型特殊自動車について 

 

次の要件を一つでも満たす車両は大型特殊自動車に該当しますので、申告が必要です。 

特殊自動車 

・最高速度が１５ｋｍ/ｈを超えるもの 

・車両の長さが４．７０ｍを超えるもの 

・車両の幅が１．７０ｍを超えるもの 

・車両の高さが２．８０ｍを超えるもの 

農耕自動車 ・最高速度が３５ｋｍ/ｈ以上のもの 

 

ナンバープレートを取得している場合の、分類番号は以下のとおりです。 

第２種（機械及び装置）…「0」、「00」～「09」、「000」～「099」 

第５種（車両及び運搬具）…「9」、「90」～「99」、「900」～「999」 

 

また、上記要件をいずれも満たさない特殊自動車は小型特殊自動車に該当し、軽自動車税

（種別割）の対象です。ナンバー登録をしていない方は、税務課市民税係までご連絡ください。 

 

※小型特殊自動車に該当する農耕作業用自動車を、償却資産として申告している場合は、償却

資産台帳からの抹消手続きが必要です。 

※小型特殊自動車に該当する農耕作業用自動車は、公道走行の有無にかかわらず、軽自動車

税（種別割）のナンバー交付手続きが必要です。 

※償却資産と軽自動車税（種別割）の二重申告にならないようご注意ください。 

 

 

農耕作業用トレーラに対する課税について 

令和元年１２月２５日付国土交通省告示第９４６号により、農耕トラクタにけん引され、肥料・薬

剤等散布、耕うん、収穫、運搬などを行う「農耕作業用トレーラ」が、道路運送車両法上の大型／

小型特殊自動車に新たに指定され、一定の要件を満たす場合に限り、公道走行ができるように

なりました。 

けん引車の種類 

＜農耕トラクタ＞ 

 被けん引車の種類 

＜農耕作業用トレーラ＞ 

小型特殊自動車 

  ・乗用装置あり  

  ・最高速度３５ｋｍ/ｈ未満 

→ 
小型特殊自動車 

→軽自動車税（種別割） 

大型特殊自動車 

  ・乗用装置あり 

  ・最高速度３５ｋｍ/ｈ以上 

→ 
大型特殊自動車 

→固定資産税（償却資産）※事業用に限る 

 

＜被けん引車の例＞ 

 ・マニュアスプレッダ（堆肥散布機）   ・スプレーヤ（薬剤散布機） 

 ・ロールベーラー（集草機）        ・トレーラ    等  
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国税との主な違い 

 

項目 国税 固定資産税 

計算の期間 事業年度 暦年（賦課期日現在） 

償却の方法 

定率法・定額法の選択制 

※平成１０年４月以降に取得 

された建物は定額法のみ 

定率法のみ 

※法人税法等の「旧定率法」で 

使用する償却率と同様 

前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却（１/２） 

圧縮記帳の制度 認められる 認められない 

特別償却・割増償却 

（租税特別措置法） 
認められる 認められない 

評価額の最低限度 

（法人税は償却可能限度額） 
備忘価格（１円） 取得価格の５％ 

※租税特別措置法の規定により中小企業者等が取得価額３０万円未満の減価償却資産の全額を損金算入した場合

でも、固定資産税は申告の対象となります。 

 

少額償却資産の取扱い 

（１） 個人の場合 

取得時期 取得価額 国税の取扱い 固定資産税の取扱い 

平成元年３月３１日までに取得 
１０万円未満 必要経費 申告対象外 

１０万円以上 減価償却 申告対象 

平成元年４月１日から平成１０年 

１２月３１日までに取得 

２０万円未満 必要経費 申告対象外 

２０万円以上 減価償却 申告対象 

平成１１年１月１日以後取得 

１０万円未満 必要経費 申告対象外 

１０万円以上 

２０万円未満 

３年間一括償却 申告対象外 

減価償却 申告対象 

２０万円以上 減価償却 申告対象 

 （２） 法人の場合 

取得時期 取得価額 国税の取扱い 固定資産税の取扱い 

平成元年３月３１日までに取得 
１０万円未満 

損金算入 申告対象外 

減価償却 申告対象 

１０万円以上 減価償却 申告対象 

平成１０年３月３１日以前に 

開始された事業年度に取得 

２０万円未満 
損金算入 申告対象外 

減価償却 申告対象 

２０万円以上 減価償却 

申告対象 

平成元年３月３１日まで

に取得の資産を除く 

平成１０年４月１日以後に 

開始された事業年度に取得 

１０万円未満 

損金算入 申告対象外 

３年間一括償却 申告対象外 

減価償却 申告対象 

１０万円以上 

２０万円未満 

３年間一括償却 申告対象外 

減価償却 申告対象 

２０万円以上 減価償却 申告対象 
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償却資産の価格と課税について 

 

（１）納税義務者等 

納税義務者 賦課期日（令和８年１月１日）現在の償却資産の所有者 

評価額の算出及び

決定価格 

前年中に取得したもの…取得価格×減価残存率（前年中取得） 

前年前に取得したもの…取得価格×減価残存率（前年前取得） 

※評価額の最低限度額は、取得価格の５％に相当する額 

課税標準額 賦課期日現在の償却資産の価格で、償却資産課税台帳に登録されたもの 

税率 １．４％ 

免税点 全資産の課税標準額の合計が１５０万円未満の場合は課税されません。 

 

（２）評価額の計算方法 

償却資産の評価額は、取得年月日・取得価格・耐用年数に応じた減価率（定率法）を基本として、資産ごとに

（一品ずつ）算出します。 

 

前年中に取得した償却資産 

評価額=取得価額×減価残存率（前年中取得） 

              

前年以前に取得した償却資産 

評価額=前年度の価格×減価残存率（前年前取得） 

 

・求めた額が取得価額の 5％よりも小さい場合は、取得価額の 5％の額とします。 

・固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。（法人税法等の旧定率法と同じ） 

 

＜具体的な評価額の計算＞ 

 取得年月：令和元年５月 取得価格：１００万円 耐用年数：７年  の資産の場合 

 １年目の減価残存率は 0.860 ２年目以降の減価残存率は 0.720 

  

令和２年の評価額    1,000,000×0.860=860,000 

令和３年の評価額    860,000×0.720=619,200 

   

 

令和７年の評価額    231,114×0.720=166,402 

令和８年の評価額    166,402×0.720=119,809 

令和９年の評価額    119,809×0.720=86,262 

令和１０年の評価額    86,262×0.720=62,108 

令和１１年の評価額    62,108×0.720=44,717 

 

令和１１年で、評価額が取得額 1,000,000 円の 5％（50,000 円）未満になるため、令和１１年以降の評価額は

50,000 円となります。 

～ 
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耐用年数別減価残存率表 

 

耐用年数 
減価残存率  

耐用年数 
減価残存率 

前年中取得 前年前取得 前年中取得 前年前取得 

2 0.658 0.316 27 0.959 0.918 

3 0.732 0.464 28 0.960 0.921 

4 0.781 0.562 29 0.962 0.924 

5 0.815 0.631 30 0.963 0.926 

6 0.840 0.681 31 0.964 0.928 

7 0.860 0.720 32 0.965 0.931 

8 0.875 0.750 33 0.966 0.933 

9 0.887 0.774 34 0.967 0.934 

10 0.897 0.794 35 0.968 0.936 

11 0.905 0.811 36 0.969 0.938 

12 0.912 0.825 37 0.970 0.940 

13 0.919 0.838 38 0.970 0.941 

14 0.924 0.848 39 0.971 0.943 

15 0.929 0.858 40 0.972 0.944 

16 0.933 0.866 41 0.972 0.945 

17 0.936 0.873 42 0.973 0.947 

18 0.940 0.880 43 0.974 0.948 

19 0.943 0.886 44 0.974 0.949 

20 0.945 0.891 45 0.975 0.950 

21 0.948 0.896 46 0.975 0.951 

22 0.950 0.901 47 0.976 0.952 

23 0.952 0.905 48 0.976 0.953 

24 0.954 0.908 49 0.977 0.954 

25 0.956 0.912 50 0.977 0.955 

26 0.957 0.915    

 

 

非課税となる資産 
 地方税法第３４８条及び同法附則第１４条に規定する一定の要件を備える償却資産については、固定資産税が

課税されません。このような資産をお持ちの方は、「様式第８３号（第１６条関係）固定資産税非課税規定の適用申

告書」を提出してください。なお、不明な点、非課税適用申告書の請求は税務課固定資産税係にお問い合わせくだ

さい。 
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